
 
公
募
抽
選
方
式
に
よ
る
県
有
地
の
売
却
を
次
の
と
お
り
行
う
。 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
月
十
四
日 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 

一 

物
件
の
表
示 

番
号

所 
 
 
 

在 
 
 
 

地 

種
別 

地 
 

積
（
㎡
）

売
却
価
格
（
千
円
）

１ 

庄
原
市
東
城
町
川
西
字
中
組
中
七
四
六
番
一
〇 

土
地 

三
一
三
・
七
五

五
、
一
一
〇

２ 

山
県
郡
北
広
島
町
有
間
字
畷
八
一
二
番
三 

土
地 

二
八
七
・
八
三

四
、
四
六
〇

二 

応
募
に
関
す
る
注
意
事
項 

 

１ 

物
件
ご
と
に
、
一
世
帯
又
は
一
法
人
に
つ
き
一
申
込
み
と
す
る
。 

 

２ 

買
受
け
後
五
年
間
は
当
該
土
地
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
。 

 
 
 

風
俗
営
業
等
の
業
務 

 

３ 

次
に
掲
げ
る
者
は
、
抽
選
に
参
加
で
き
な
い
。 

 
 
 

契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
及
び
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者 

 
 
 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二

条
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
該
当
す
る
者 

 

次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当
す
る
者 

 

代
表
役
員
等
若
し
く
は
一
般
役
員
等
が
、
暴
力
団
の
関
係
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又

は
暴
力
団
関
係
者
が
資
格
者
の
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

 

代
表
役
員
等
又
は
一
般
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
り
、

又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
の
威
力
又
は
暴
力
団
関
係
者
を
利
用
す

る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

 

代
表
役
員
等
又
は
一
般
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
関
係
者
又
は
暴
力
団
関
係
者
が
経
営
若

し
く
は
運
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人
、
組
合
等
に
資
金
そ
の
他
の
財
産

上
の
利
益
を
提
供
し
て
お
り
、
又
は
こ
れ
ら
に
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
し
て
積
極
的
に
暴
力
団
の

維
持
運
営
に
協
力
若
し
く
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

 

代
表
役
員
等
又
は
一
般
役
員
等
が
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
関
係
者
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ

き
関
係
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

 

代
表
役
員
等
又
は
一
般
役
員
等
が
、
暴
力
団
関
係
者
又
は
暴
力
団
関
係
者
が
経
営
若
し
く
は
運

営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
、
若
し
く
は

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
法
人
、

組
合
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

三 

応
募
受
付
期
間 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
日
（
火
）
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
六
日
（
月
）
ま
で
（
た
だ
し
、
土

曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。
）
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で
（
た
だ
し
、
正
午
か
ら



午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。
） 

 
 

郵
送
の
場
合
は
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
六
日
（
月
）
午
後
五
時
三
十
分
必
着
と
す
る
。 

四 

公
募
抽
選
申
込
書
兼
受
付
書
の
提
出
先 

 
 

〒
七
三
○
―
八
五
一
一 

広
島
市
中
区
基
町
一
○
番
五
二
号 

 
 

広
島
県
総
務
局
財
務
部
財
産
管
理
課
（
広
島
県
庁
舎
本
館
三
階
） 

 
 

郵
送
の
場
合
は
、
簡
易
書
留
と
す
る
こ
と
。 

五 

抽
選
日
時
及
び
場
所 

番
号

抽 
 

選 
 

の 
 

日 
 

時 

抽 
 
 

選 
 
 

場 
 
 

所 

１ 

平
成
二
一
年
一
一
月
二
五
日
（
水
）
午
前
一
〇
時 

広
島
県
庁
舎
本
館
三
階 

財
産
管
理
課
分
室 

２ 

平
成
二
一
年
一
一
月
二
五
日
（
水
）
午
前
一
一
時 

同 
 

右 

六 

契
約
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所 

 
 

抽
選
会
終
了
後
、
同
場
所
で
行
う
。 

 
 

な
お
、
当
日
や
む
を
得
な
い
理
由
で
欠
席
し
た
当
選
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
六

日
（
木
）
午
後
三
時
か
ら
広
島
県
総
務
局
財
務
部
財
産
管
理
課
（
広
島
県
庁
舎
本
館
三
階
）
で
行
う
。 

七 

応
募
が
な
か
っ
た
物
件
の
随
時
募
集 

 

１ 

応
募
受
付
期
間 

 
 
 

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
五
日
（
水
）
か
ら
次
回
の
売
却
手
続
を
開
始
す
る
ま
で
。
た
だ
し
、
土

曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す

る
休
日
を
除
く
。 

 

２ 

応
募
場
所 

 
 
 

広
島
県
総
務
局
財
務
部
財
産
管
理
課
（
広
島
県
庁
舎
本
館
三
階
） 

八 

問
い
合
わ
せ
先 

 
 

広
島
県
総
務
局
財
務
部
財
産
管
理
課 

 
 

電
話
（
〇
八
二
）
五
一
三
―
二
三
〇
五
（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
） 


